
令和 7 年度 市民税・県民税の申告について 
 
 
 
 

１ 市民税・県民税の申告期間等 
申告期限は 令和 7 年 ３月１7 日（月）です。 
申告書は、次頁の[申告書の記載について]をご参考にしていただき、必要事項をご記入のうえご提出ください。 
※ 申告書を提出される場合は、個人番号（マイナンバー）の分かる書類と、本人確認書類の提示または写しの提出をしてください。 
※ 所得や控除がある方は、３ 申告に必要なもの にある書類を申告書と一緒にご提出ください。 

２ 申告について 

■令和 7 年１月１日現在、御殿場市に住民登録があり、 

 前年中所得のない方 A:国民健康保険税等の算定や所得課税証明書等の発行の際に申告が必要な場合があります。 

 前年中所得のある方   B:税務署へ確定申告をされる方→申告は不要です。  

  C:前年中の所得が公的年金等のみの方  

   ①所得税が源泉徴収されている方（年金の源泉徴収票の源泉徴収税額欄に数字のある方）は、確定申告をすれば

所得税の還付を受けられる可能性があります。※確定申告をした場合は、別途市・県民税の申告をする必要はありません。 

※前年中の公的年金等の収入金額が 400 万円以下であり、かつ、その他の所得金額が 20 万円以下の方は、『確定

申告書』を提出する必要がありません。（ただし、所得税の還付を受ける場合には提出できます。） 

②上記以外の方で年金支払先に「扶養親族等申告書」を提出し、社会保険料がすべて年金から差し引きされていて、

生命保険料や地震保険料等の支払いのない方は、市・県民税の申告は不要です。 

③上記①～②以外で確定申告をされない方でも、扶養の状況が変更になった場合、ご自身で納付書払いまたは口座

振替で納めている社会保険料がある場合、生命保険料や地震保険料等の支払いがある場合は、市・県民税の申

告をしてください。 

  D:上記 A～C に該当しない方 

   E:前年中の所得が給与所得のみの方 

    ① 勤務先が１か所の方は、確定申告および市・県民税申告は不要です。 

ただし、次の場合は確定申告をすれば所得税の還付を受けられる可能性があります。 

ア 令和 5 年の途中で退職し、その後就職せず、年末調整を受けなかったとき 

イ 医療費控除、寄附金控除、住宅借入金等特別控除等を受けるとき  

また年末調整で申告しなかった各種控除を受けるとき 

②以下、ウ・エのどちらかひとつでも当てはまる方は確定申告が必要です。 

ウ 収入金額が２０００万円以上 

エ メイン以外に副業分や退職分（職場に報告していないもの）が２０万円以上ある方 

③上記①②以外の方は、市・県民税の申告をしてください。(確定申告をした方が有利な場合もあります。お問い合わせください) 

   F:事業（営業、農業）所得、不動産所得のある方および複数（給与と年金等）の所得のある方 

    ※上記 F に該当する方は、原則として申告の義務があります。 

①所得税を納税する必要がある方・控除等によって還付になる方は、確定申告をしてください。 

②上記①以外の方は、市・県民税の申告をしてください。 

3 申告に必要なもの 
１，給与所得者および年金所得者は、支払者が発行する源泉徴収票（源泉徴収票が無い場合は、支払者の証明書等） 
２，事業所得者および農業・不動産等の所得者は、帳簿書類等収入金額や必要経費がわかるもの 
３，各種所得控除に必要な証明書、領収書、医療費控除の明細書 など 
※ 上記 1～3 は令和６年１月～１２月までの分 
４, 個人番号（マイナンバー）を申告書に記載し提出する場合、個人番号の確認と本人確認を行います。 番号の確認書類（個 
   人番号カード、通知カード、住民票等）および身元の確認書類（個人番号カード、免許証、健康保険証等）の原本提示また 
   は写しの提出が必要となります。※本人の代理人が申告する場合、申告者本人の個人番号の確認書類のほか、代理人の方の 

身元の確認書類および委任状が必要です。 
 

 
 
 

市民税・県民税は…道路・下水道・公園の整備から教育・福祉の充実にいたる市民に身近で様々な行政サービスを行うために使わ
れています。安全で安心して暮らせるまちづくりのために、できるだけ多くの市民の皆さまに公平に負担していただいています。市民税と県
民税をあわせて、一般に住民税と呼ばれています。 

◎市民税・県民税についての問い合わせ先 
御殿場市役所 課税課 
〠412-8601 御殿場市萩原４８３番地 
☎0550-82-4129 

◎所得税確定申告についての問い合わせ先 
沼津税務署 
〠410-8686 沼津市米山町３番３０号 
☎055-922-1560 
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住宅居住開始年月日 住宅借入金等特別控除区分 住宅控除可能額

年 月 日
円

農業 分離肉用牛

円

円

円 円

円

免税所得

配当に関する住民税の特例

支出した寄附金に応じて、各欄にそれぞれ寄附した金額を記入してく

ださい。

ただし、認定特定非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人以

外の特定非営利活動法人に対する寄附金については、上欄に記入せ

ず、別途「寄附金税額控除申告書（二）」を提出してください。

□配偶者　□30歳未満又は70歳以上

□配偶者　□30歳未満又は70歳以上

□配偶者　□30歳未満又は70歳以上

個人番号 住　　所 国外居住

続　柄 特別障害者に該当する場合

程

度

身体 ・ 精神

療育 ・ 他（

）

級
 

度

資産の種類事業用資産の

譲渡損失など 損失額・

被災損失額(白) 円

円

非課税所得など

１４　寄附金に関する事項

年　　月　　日 開業・廃業 

シ

サ

１３　事業税に関する事項

円

円

備考欄

１６　その他の事項

所得税において申告する義務のない分離課税に係る所得等のある方は、「市民税・県民税申告書（分離課税用）」をあわせて提出してください。

円

こ
の
申
告

書
を
提
出
し
た

人
は
事
業
税
の
申

告
書
を
提
出
す

る
必
要
が
あ
り

ま
せ
ん
。

 続柄 従事月数 専従者給与(控除)額

損益通算の特例適用前の不動産所得

前年中の開廃業

円

１２　別居の扶養親族等に関する事項
氏　　名

有　・　無所得税における青色申告の承認の有無

円

個人番号

寄付先
 続柄 従事月数

 生年月日

 生年月日

 生年月日

合計額

円

ヶ月 円

円

□留学　□障害者　□38万円以上の支払

□留学　□障害者　□38万円以上の支払

□留学　□障害者　□38万円以上の支払

ヶ月

円ヶ月

 続柄 従事月数

円

条例指定分

都 道 府 県

市 区 町 村

住所地の共同募金会、

日赤支部分、

都道府県、市区町村分

（特例控除対象以外）

都道府県、市区町村分

（特例控除対象）

7 円

8 円

円

円

円

円

氏　名

4 円

5 円

6 円

2 円

3 円

円

賞与計

氏　名

７　事業・不動産所得に関する事項

円

円

円

円

円
総合譲渡

１０　総合譲渡・一時所得の所得金額に関する事項

円

短 期

必要経費

円

事 業 所 名

電 話 番 号

収入金額

円

円

円

円

円

円

円

円

必要経費

円

必要経費収入金額種     目

６　給与所得の内訳
裏

円

所得の種類

⑪コ・サ・シ・⑪の金額を表面の対応する欄へ記入してください。
円

所得金額

円 円

特別控除額

長 期

円

円

円 円

円

円

円

（収入金額－必要経費）

円

円 円

（差引金額－特別控除額）

コ

円

円 円

円

差引金額

円円
一 時

円

合計　コ＋〔(サ＋シ)×１/２〕

専従者給与(控除)額

１１　事業専従者に関する事項

専従者給与(控除)額

個人番号

個人番号

円

氏　名

円

円

円
円

円

円

支払者の「名称」及び

「法人番号又は所在地」等 収入金額

円

 青色申告特別控除額社会保険料 必要経費

円

月

1

収入金額日日給

円

 
源
泉

徴
収
票
な
ど
の
証

明
書
は
、

貼
ら

ず
に
同
封
し
て
く

だ
さ
い
。

円

11 円

12 円

源泉徴収票を添付された方は記入する必要はありません。

合　計 円

小　計

9 円

10 円

８　配当所得に関する事項

配　当　所　得　の　種　類 支払確定年月 収入金額

９　雑所得（公的年金等以外）に関する事項

円

円

円

円

円

円

円

円

円

１５　所得金額調整控除に関する事項

氏　名  生年月日

個人番号

別居の場合の住所

円

円 円

国外株式等に係る外国所得税額
円

事 業 所 住 所

円円

明・大
昭・平 ． ．

明・大
昭・平 ． ．

明・大
昭・平 ． ．

他 都 道 府 県 の 事 務 所 等

明・大・昭

平・令 ． ．

　　

５　給与・公的年金等にかかる所得以外（令和７年４月１日において

　　６５歳未満の方は給与所得以外）の市民税・県民税の納税方法

※　裏　面　に　も　記　入　す　る　欄　が　あ　り　ま　す　。

㉗
医療費控除

支払った医療費等の金額 保険金などで補填される金額

円 円

円
合　　　計 ㉘（　＋　＋　）

㉗損害金額 保険金などで補てんされる金額 差引損失額のうち災害関連支出の金額

円 円

雑　損　控　除 ㉖

医療費控除
区

分

万円
⑬から㉔までの計 ㉕

㉖

雑損控除

損害の原因 損害年月日 損害を受けた資産の種類

０，０００
個人番号

基　礎　控　除 ㉔ ０，０００１６歳未満の扶養親族は控除額が０円となります。別居の扶養親族等がいる場合に

は、裏面「１２」に氏名及び住所を記入してください。

扶養控除

額の合計

０，０００

万円

同居

別居

㉒

扶　養　控　除 ㉓

⑳
氏　名 生 年 月 日 同居・別居の区分  続柄 控除額

配偶者（特別）控除
㉑～

寡婦、ひとり親控除
⑰～

０，０００⑱

個人番号 勤　労　学　生　、

障　害　者　控　除

⑲～
０，０００

 続柄 控除額

万円

同居

別居

個人番号

地震保険料控除 ⑯氏　名 生 年 月 日 同居・別居の区分

⑭

万円

同居

別居 生命保険料控除 ⑮

氏　名 生 年 月 日 同居・別居の区分  続柄 控除額
小規模企業

共済等掛金控除

合　　　計 ⑫
個人番号

４
所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額

社会保険料控除 ⑬

生 年 月 日 同居・別居の区分  続柄 控除額

万円

同居

別居

扶

養

控

除

等

合計 ⑩
個人番号 （⑦＋⑧＋⑨）

総合譲渡・一時 ⑪

⑨

万円

同居

別居

氏　名

氏　名 生 年 月 日 同居・別居の区分  続柄 控除額
そ  の  他

 除・同一生計

 配　 偶　 者
 個人番号

同一生計配偶者（控除対

象配偶者を除く。） 業　務 ⑧
㉓

 配偶者控除・

 配偶者特別控
氏

名
配偶者の合計

所 得　金 額
円

雑

公的年金等 ⑦

㉑～㉒ 配

偶

者

カナ
生 年 月 日

給　　　与 ⑥

級
 

度

交付（更新）日 利　　　子 ④
年　　月　　日

配　　　当 ⑤

③年　　月　　日障　害　者

控　　　除
氏

名

程

度

身体 ・ 精神

療育 ・ 他（　　 　）

⑳ 氏

名

程

度

身体 ・ 精神

療育 ・ 他（　　 　）

級
 

度

交付（更新）日

不　動　産

未帰還
業 農   業 ②

事 営  業  等 ①死別 生死不明 ひとり親

控　　除

⑲ 勤労学生控除
 寡婦控除、

 ひとり親控除、

 勤労学生控除

２
　
所
　
得
　
金
　
額

（学校名）

離婚

控　　  除

一      時 シ⑰～⑲ ⑰ 寡婦控除 ⑱

サ
円 円

総

合

譲

渡

短      期 コ
⑯
　

地震保険料 地震保険料の計 旧長期損害保険料の計
長      期

控　　  除 介護医療保険料の計 そ  の  他 ケ

円

新個人年金保険料の計 旧個人年金保険料の計

円 円
業　務 ク

円 円

生命保険料
雑

公的年金等 キ

円 配　　　当 オ
⑮ 新生命保険料の計 旧生命保険料の計

給　　　与 カ

控　　　除 円

合　計

円 不　動　産 ウ

円 利　　　子 エ

円

社会保険料

業 農   業 イ

円 １
　
収
　
入
　
金
　
額
　
等

事 営  業  等 ア

３所得から差し引かれる金額に関する事項

⑬ 社会保険の種類 支払保険料 社会保険の種類 支払保険料

円

年 月 日
個 人 番 号

提出 年 月 日

静岡県御殿場市

記入者氏名
続

柄
フリガナ 生年月日

電 話 番 号

氏　　名

ナンバリング

（宛先）御殿場市長
現 住 所

1/1住所と異なる 場合のみ記入してください
宛 名 番 号

業種又は職業

1月1日現在

の　住　所

表

令和 7 年度 市民税・県民税（国民健康保険税）申告書 作成 入力 検算

□ 給与から差引き（特別徴収）

□ 自分で納付（普通徴収）

地方税法附則第４条の４の規定の適用を選択する場合には、｢医療費控除｣欄の

｢区分｣の□に｢１｣と記入してください。

「個人番号」欄には、個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。）を記載してください。

25 26 27

明 大 昭 平 令

明・大・昭
平・令 ． ．

明・大・昭
平・令 ． ．

明・大・昭
平・令 ． ．

明・大・昭

平・令 ． ．

明・大・昭

平・令 ． ．

           個人番号確認欄    確認者（      ） 

申請者 提出方法 番号確認書類 身元確認書類 代理権確認書類 番号記載なし 

□本人 □来庁 □個人番号カード □個人番号カード □委任状 □番号不明・記載拒否 

□代理人 □郵送 □通知カード □運転免許証 □税務代理権限証書 □記載なし扱い 

        □住民票 □なし □その他 □なし □その他 □なし 説明 □済 □未 

明 ・大

昭 ・平 ． ．

［申告書の記載について］ 申告書は表裏両面あります。 該当する箇所に記入し、添付書類は裏面に貼付してください。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

１月１日現在の住所・氏名・
生年月日・電話番号を必ず記
入してください。 

個人番号を記載する場合、個
人番号の分かる書類（個人番
号カード、通知カード、住民票
等）と身元の分かる書類（個
人番号カード、免許証、健康保
険証等）の原本の掲示または
写しをご提出ください。 
※個人番号の記載がないことを理由
に申告を受理しないということはあり
ません。 

 

給与収入がある方で 
源泉徴収票がない方は 
給与明細書等により 
計算し、内訳を記入し
てください。 

収支内訳書により収入金額、必要経費を 
計算後、記入してください。（収支内訳書の
提出により記入を省略できます。） 

黄色枠線の控除の適用を受ける
場合は、記入が必須です。 
記入もれがあると控除の適用を受
けられない場合があります。 
 

別居の扶養親族等がいる場合は 
氏名・住所を必ず記入してください。 

前年中に所得のなかった方は 
⑫に「0」と記入してください。 

※ 黄色枠線以外の項目は、所得や控除に関係する必要書類が添付されていれば記入を省略できます。 
※ 控除に必要な各種証明書等は、原本の添付がないと控除の適用が受けられない場合があります。 
 


